
香川県まんのう町企業版ふるさと納税

「元気まんまん まんのう町」
～水と緑がひとを育み支えあうまち～

企業版ふるさと納税とは

国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して
企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
減税効果は下の表のとおりです。

損金算入

約３割
税額控除

最大６割 約１割

寄付額

企業版ふるさと納税

通常の寄附 企業負担

例：1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減

①法人住民税
寄附額の4割を税額控除。（法人住民税割額の20％が上限）

②法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度。
（法人税額の5％が上限）

③法人事業税
寄附額の2割を控除。（法人住民税額の20％が上限）

※税額控除の手続（申告）や算出に関しては税理士や所管する税務署へご相談ください。

「企業版ふるさと納税」活用のメリット

社会貢献
・SDGsやESGへの寄与
・創業地等の地域への恩返し
・事業への貢献

事業展開
・企業のＰＲに
・地方公共団体等との新たなパートナーシップの構築
・事業参加で社員の新たな経験に



代表的な充当事業

定住者大学等奨学金返還支援事業

奨学金を受けて大学等を卒業した者に
対し、奨学金返済費の一部を補助する
ことで、まんのう町内への移住や定住
の促進を図る事業

ものづくりプロジェクト事業

ひまわりを中心としたものづくり事業を
促進するとともにコミュニティの活性化
を図る事業

エコツーリズム推進事業

豊かな自然環境を活用・保全し、持続
可能で若者から高齢者までが生き生き
と暮らす地域の実現を図る事業

まんのう町が行う地方創生の取り組みに対して、
貴社のお力をお貸しください！

お問い合わせ・寄附のお申込み先

まんのう町地域振興課
〒766-8503
香川県仲多度郡まんのう町吉野下430番地

TEL ：0877-73-0122
FAX ：0877-73-0113
MAIL：chiiki@town.manno.lg.jp


